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序 文  

 

１ 背景及び現状 

 

我が国の受療の実態を見ますと、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率が徐々に増加

し、次に 75 歳頃を境に生活習慣病を中心とした入院受療率が上昇しています。また、死

亡原因においても虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣に係る疾病が全体の約

6 割を占め、医療費おいても国民医療費の約 3 分の 1 を占めているのが現状です。 

糖尿病等の生活習慣病の発症にはメタボリックシンドローム（内臓脂肪型肥満）が大き

く関与しており、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、生活習慣病の発症リスク

が高くなります。そのため、適度な運動やバランスのとれた食事の定着など、生活習慣の

改善を行うことにより、発症のリスクが低減され医療費の伸びを抑制することが可能とな

ります。 

特定健康診査は、生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリッ

クシンドロームに着目し、生活習慣を改善するための特定保健指導を必要とする方を的確

に抽出するために行う健康診査です。 

小清水町においては、特定健康診査及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、

特定健康診査及び特定保健指導の実施並びにその成果に係る目標に関する基本的事項に

ついて定めた「小清水町特定健康診査等実施計画」（第 2 期計画 計画期間：平成 25 年度

～29 年度）を策定し、事業を実施してきたところです。 

本計画は、第 2 期における特定健康診査及び特定保健指導の実施結果等を踏まえ、計画

の見直しを行い、新たに第 3 期計画を策定するものです。 

 

２ 特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方 
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３ 医療保険者における特定健診・特定保健指導の実施の流れ 

 

 

 

４ 計画の性格 

 

本計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律第 18条特定健康診査等基本指針」に基づ

き、保険者である小清水町が策定する計画であり、健康増進法第 9条第 1項に規定する健

康診査等指針と調和が保たれた内容となるよう留意したものです。 

 

５ 計画の期間 

 

本計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第 19 条第 1 項の規定に基づき、6 年を

一期と定めた平成30年度から平成35年度までの計画とし、6年ごとに見直しを行います。 

 

６ 小清水町における現状 

 

（１）特定健康診査等の対象者 

小清水町の人口は、平成 29 年 3 月 31 日現在で 5,047 人、このうち、国民健康保険の

被保険者は 2,084 人で、加入率は 41.29％です。 

また、特定健康診査及び特定保健指導の対象となる 40 歳以上 75 歳未満の被保険者は

1,400 人で、全体の 27.74%を占めています。 

（２）特定健康診査の現状 

小清水町は、年２回の集団健診（ミニドック検診及び巡回ドック検診）のほか、網走
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脳神経外科・リハビリテーション病院における脳ドック、また、各医療機関における人

間ドックや特定健診及び定期的に通院されている方のみなし健診を実施しています。 

特定健康診査の結果、一定の選定基準により生活習慣改善の必要のある方に対して、

保健師、栄養士（以下、保健師等）が、生活習慣病発症のリスクに応じて特定保健指導

（積極的支援・動機付け支援）を実施しております。 

動機付け支援においては、その指導効果を高めるため、積極的支援と同様の手法で実

施、また、特定健康診査の受診率、特定保健指導の実施率の向上に向け、未受診者を対

象に封書や電話等による受診勧奨を実施しています。 

 

① 特定保健指導対象者の選定基準表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ BMI  肥満度を測るための指標。 体重(㎏) ÷［ 身長(ｍ) × 身長(ｍ) ］で算出される。 

 

5.6％以上 

% 
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『 動機付け支援 』 

    保健師等との面談（原則として 1回）を行い、対象者本人が自分の生活習慣の改善点

を認識し、目標を設定して行動に移すことができるように支援をする保健指導をいう。 

     注）『積極的支援』及び『動機付け支援』とも、初回面談から６か月後の評価を終

えたものを特定保健指導の終了者とする。 

 

『 積極的支援 』 

 保健師等との面談をとおして、対象者本人が、自分の生活習慣の改善点を認識し、目

標を設定して行動に移すことができるように、３か月以上にわたり面接と電話などで継

続的に支援をする保健指導をいう。 

 

② 特定健康診査の受診率及び保健指導実施率 

小清水町の特定健康診査の受診率は、平成 28 年度は 37.2％で、全道平均値の 27.6％

を上回ってはいるものの、平成 29 年度も目標値を大きく下回る見込みとなっています。 

定期的な広報周知を行う中で、集団健診ではがん検診を同時に実施し、受診しやすい

環境を整えるとともに、集団検診で受診ができない方には、各医療機関での個別健診を

積極的に勧奨しました。また、訪問や電話等で受診勧奨を行いましたが、受診者数の大

幅な増加には至りませんでした。 

保健指導の実施率は、平成 28 年度で 41.4％、平成 29 年度は更に上昇する見込みで

あり、目標値に近い実績となっています。第 2 期の指導状況と比べると、新たな保健指

導対象者が増加しており実施率は上昇していますが、例年のように対象となる受診者は、

仕事の繁忙等の理由で保健指導を希望しない方が多く、生活習慣病の重症化予防のため

にも指導方法の体制整備が課題であると考えます。 

メタボリックシンドローム該当者の減少率は、平成 28 年度の単年度比較では、受診

者で「前年度のメタボリックシンドローム該当者」であった 82 人のうち、「予備群と

判定された方」の割合は 6.1％、「該当者・予備群でなくなった方」は 18.3％で、合計

24.4％減少しました。 

 

   ●特定健診受診率 

年  度 H25 H26 H27 H28(速報値） H29見込 

国目標値 ― ― ― ― 70% 

計画値 40% 45% 50% 55% 60% 

小清水町実績 35.5% 42.4% 39.9% 37.2% 

全道ランク 69位 49位 64位 82位 

全道トップ 70.5% 70.8% 72.2% 72.0% 

管内平均 29.6% 30.2% 31.5% 31.5% 

全道平均 24.7% 26.1% 27.1% 27.6% 

全国平均 45.7% 47.6% 49.0% － 
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 ●特定健診保健指導率 

年  度 H25 H26 H27 H28（速報値） H29見込 

国目標値 ― ― ― ― 60% 

計画値 40% 45% 50% 55% 60% 

小清水町実績 32.5% 39.5% 41.8% 41.4% 

全道ランク 108位 95位 90位 100位 

全道トップ 100.0% 100.0% 94.0% 103.7% 

管内平均 40.1% 40.0% 39.2% 40.1% 

全道平均 40.9 42.3% 43.7% 46.5% 

全国平均 20.9 20.7% 20.2% － 

   

 ●メタボリックシンドローム該当者の減少率 

年  度 前年度の特定

保健指導の対

象者数（資格

喪失者を除

く）（A） 

（A）のうち予備群

と判定された方

（B） 

（A）のうち該当

者・予備群でなく

なった方（C） 

メタボリック

シンドローム

の減少率 

（（B+C）÷A） 

人数 人数 割合 人数 割合 割合 

平成26年度 66人 11人 16.7% 6人 9.1% 25.8% 

平成27年度 83人 8人 9.6% 6人 7.2% 16.9% 

平成28年度 82人 5人 6.1% 15人 18.3% 24.4% 

 

 （３）医療費の状況 

小清水町の平成 28 年度の国民健康保険の医療費総額は、612,576 千円で、一人あた

りの医療費は 292 千円であり、やや減少傾向にありましたが今後においても医療費の

変動に注視します。 

 

年  度 医療費 
被保険者年間 

平 均 人 数 
１人当たり医療費 

平成２５年度 713,761,054円 2,282人 312,779円 

平成２６年度 635,449,106円 2,194人 289,630円 

平成２７年度 675,650,932円 2,149人 314,402円 

平成２８年度 612,575,774円 2,100人 291,703円 
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●医療費分析 

 

① 疾病統計 

入院（円／件） 

疾  病 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

糖尿病 614,176 461,577 480,013 453,389 589,376 

高血圧症 644,978 482,941 548,626 420,906 558,133 

脂質異常症 606,666 423,371 471,863 472,848 521,291 

脳血管疾患 792,666 515,943 718,118 534,949 693,677 

心疾患 782,222 430,131 411,557 521,703 523,126 

腎不全 639,781 411,667 598,051 609,296 652,149 

精神 488,663 352,198 478,961 416,543 525,169 

新生物 630,868 567,002 607,680 574,977 706,745 

歯肉炎・歯周病 79,460 231,977 207,419 102,046  66,020 

 

入院外（円／件） 

疾  病 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

糖尿病 50,003 49,636 51,584 49,806 54,810 

高血圧症 43,412 41,619 40,654 39,576 39,509 

脂質異常症 40,742 37,475 37,622 35,861 38,388 

脳血管疾患 40,704 41,284 42,808 42,205 41,181 

心疾患 58,484 55,367 51,890 51,688 54,315 

腎不全 275,061 273,612 267,039 224,360 256,185 

精神 32,591 33,153 32,093 29,447 32,013 

新生物 62,735 59,797 60,961 48,320 58,082 

歯肉炎・歯周病 18,270 17,135 17,839 18,308 18,097 

 

②人工腎臓（人工透析）を実施している慢性腎不全患者 

 

年 度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

小清水町全体 27人 24人 25人 24人 26人 

国保被保険者 11人  9人  8人  7人  7人 
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第１章 目標 

 

１ 目標の設定 

 

国の実施率の目標値は、平成 30~35 年度までに特定健康診査受診率を第 2 期の目標値

である 70％以上、特定保健指導実施率 45％以上を維持することとしています。 

また、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率については、第 2 期の

目標値は平成 20 年度対比で減少率 25％以上の設定をしておりましたが、第 2 期以降の分

析の結果、該当者には約 50%の服薬者が含まれており、非服薬者を対象とする特定保健

指導の効果を該当者の減少率で測ることは十分とはいえないため、第 1 期と同様に、特

定保健指導対象者数の減少を目標とします。 

しかしながら、第 1 期及び第 2 期計画でも目標値を大幅に下回っているため、受診医

療機関の拡大や受診勧奨などを行い、国の示した数値を最終的な目標とし、達成に向け

て鋭意努力していきます。 

 

２ 小清水町国民健康保険の特定健康診査・特定保健指導の目標 

 

◎実施に関する目標 

 

（１）特定健康診査受診率の目標値 

平成 27 年度からの本町の受診率及び過去 3 年間における国民健康保険加入被保険

者数の伸び率を参考に、小清水町国民健康保険における目標値を以下のとおり設定し

ます。 

 

 

（２）特定保健指導実施率の目標値 

平成 27 年度からの本町の特定健康診査実施率及び過去 3 年間における特定保健指

導対象者からの出現率を算出し、小清水町国民健康保険における目標値を以下のとお

り設定します。 

 

年  度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

国目標値  － － － － － 70.0% 

小清水町目標 40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 60.0% 

特定健康診査 

対象者（推計） 
1,318人 1,288人 1,260人 1,235人 1,211人 1,190人 

実施予定者数 

（推計） 
527人 580人 630人 679人 727人 714人 
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◎成果に関する目標 

 

（３）メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率 

 

減少率について、第２期の計画においては日本内科学会等内科系８学会が作成した

メタボリックシンドロームの診断基準を活用しておりましたが、第３期の計画では特

定保健指導対象者の減少を目標とします。 

 

 

第２章 対象者数 

 

１ 特定健康診査 

   

    年度中に４０～７４歳となる加入者で、かつ当該年度の１年間を通じて加入している

方のうち、妊産婦等除外規定に該当される方を除いた方が対象となります。 

 

２ 特定保健指導 

 

    特定健康診査の結果、腹囲のほか、血糖、血圧、脂質が所定の値を上回る方のうち、

糖尿病、高血圧症または脂質異常症の治療に係る薬剤を服用されている方を除いた方が

対象となります。また、追加リスクの多少と喫煙歴の有無により動機付け及び積極的支

援の対象となるか異なります。 

※３ページ①特定保健指導対象者の選定基準参照 

   ※対象者の算定については資料参照 

 

 

 

年  度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度 平成 35年度 

国目標値 － － － － － 45% 

小清水町目標 40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 60.0% 

特定保健指導 

対象者（推計） 
59人 64人 70人 74人 78人 77人 

実施予定者数 

（推計） 
24人 29人 35人 41人 47人 46人 
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第３章 実施方法 

 

１ 特定健康診査 

 

（１）実施場所 

民間健診機関及び医療機関への委託実施とし、ふれあいセンター及び浜小清水公民

館、止別公民館において、健診車を利用して実施する集団健診の形態と、指定医療機

関で実施する個別健診の形態とします。 

 

（２）実施項目 

 

① 基本的な健診項目 

     ア）既往歴調査（服薬歴、喫煙歴等） 

     イ）自覚症状及び他覚症状の検査 

     ウ）身体計測（身長、体重、腹囲、ＢＭＩ） 

     エ）血圧測定（収縮期血圧、拡張期血圧） 

     オ）血中脂質検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール、 

ＮonＨＤＬコレステロール） 

     カ）肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ） 

     キ）血糖検査（空腹時血糖、ヘモグロビンＡ１ｃ、随時血糖） 

     ク）尿検査（糖、蛋白） 

 

    ② 詳細な健診項目 

      医師の判断による詳細な健診項目 

ア）心電図検査 

イ）眼底検査 

ウ）貧血検査（赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値） 

エ）血清クレアチニン検査（eＧＦＲ） 

 

③ 付加健診項目 

ア）尿酸検査 

 

（３）実施時期 

     集団健診で実施する特定健康診査は、６月及び１１月に実施します。 

     医療機関で実施する特定健康診査は、指定された受診日に実施します。 

 

（４）受診方法 

     指定された期間内に受診券及び被保険証を持参の上、集団健診及び個別健診を受診
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することとします。 

     

 

  （５）外部委託の有無及び契約形態、外部委託者選定にあたっての考え方 

道内の総合健診機関及び医療機関への外部委託とします。なお、契約の形態は、

個別契約とします。 

    外部委託者の選定については、実施機関の質を確保するため、「特定健康診査及

び特定保健指導の実施に関する基準」に基づき厚生労働大臣が告示にて定める外部

委託に関する基準を満たしている機関から、事業者の選定・評価を行います。 

 

  （６）周知・案内方法 

    ① 健診の実施 

      個人ごとに受診券を送付し、特定健康診査の実施を周知します。 

      なお、広報・自治回覧・各種チラシ等により周知を図ります。 

    ② 健診結果 

    すべての特定健康診査の受診者に対し、健診結果説明会等により情報提供（健診 

結果から自らの身体状況を認識するとともに、健康な生活習慣の重要性に対する理 

解と関心を深め、生活習慣を見直すきっかけとなるよう、健診結果の提供に合わせ 

て、個人の生活習慣やその改善に関する基本的な情報を提供すること）を実施しま 

す。 

 

  （７）特定健康診査データの保管及び管理方法 

     特定健康診査のデータは、原則として特定健康診査を受託する健診機関等が、国の 

定める電子的標準様式により、北海道国民健康保険団体連合会（以下「国保連」）へ提 

出するものとします。 

特定健康診査に関するデータは、原則 5年間保存し、国保連に管理及び保管を委託 

します。 

 

２ 特定保健指導 

 

  （１）実施場所 

     小清水町が指定する場所及び特定保健指導業務委託機関の提供する場所等で実施 

します。 

 

  （２）実施項目 

 

    ① 動機付け支援 

ア） 面接による支援（原則 1 回） 

イ） 実績評価（初回面接から最低 3 ヶ月経過後） 
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    ② 積極的支援 

ア） 面接による支援（初回面接後、3 ヶ月以上の継続的な支援） 

イ） 実績評価（3 ヶ月以上の継続的な支援終了後） 

 

  （３）実施時期 

     特定保健指導は、年間を通して実施します。 

     ただし、当該年度における特定保健指導対象者への特定保健指導は、特定健康診査 

受診後一定期間経過後から当該年度末までに着手するものとします。 

 

  （４）指導方法 

     指定された期間内に指定された場所で、指導利用券及び被保険者証を持参の上、指 

導を行います。 

    

（５）外部委託の有無及び契約形態、外部委託者選定にあたっての考え方 

小清水町保健師及び栄養士により行いますが、必要に応じて外部委託をする場合は、

道内の総合健診機関及び医療機関とします。 

外部委託者の選定については、実施機関の質を確保するため、「特定健康診査及び 

特定保健指導の実施に関する基準」に基づき厚生労働大臣が告示にて定める外部委託

に関する基準を満たしている機関から、事業者の選定・評価を行います。 

 

  （６）周知・案内方法 

     特定保健指導の対象者ごとに、指導利用券を送付し、指導の開始を周知します。 

なお、広報・自治回覧・ホームページ・各種チラシ等により周知を図ります。 

 

  （７）特定保健指導データの保管及び管理方法 

     特定保健指導のデータは、原則として特定保健指導実施機関が、国の定める電子的 

標準様式により、国保連へ提出するものとします。 

     特定保健指導に関するデータは、原則 5 年間保存し、国保連に管理及び保管を委託 

します。 

 

  （８）特定保健指導対象者の選出（重点化）の方法 

     特定保健指導は、原則としてすべての対象者に実施することとします。 

ただし、対象者数が当初予定対象者数を超えた場合については、予防効果が多く期 

待できる層を優先的に実施するという観点から、以下の基準に基づき対象者の選出を

行うものとします。 

ア）年齢が若い対象者を優先します。 

     イ）高血糖、高血圧、脂質異常（高中性脂肪又はＨＤＬコレステロール）のリスク 

をすべて持つ者を優先します。 
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     ウ）健診結果が前年度と比較して悪化し、健診結果の保健指導レベルが前年度より 

高くなり、より緻密な保健指導を必要とする者を優先します。 

     エ）質問票の回答により、生活習慣改善の必要性が高いと認められた者を優先しま 

す。 

     オ）前年度、積極的支援又は動機付け支援の対象者でありながら、保健指導を受け 

なかった者を優先します。 

 

 

 ３ その他 

 

（１）事業主健診等他の健診受診者の健診データをデータ保有者から受領する方法 

集団健診終了後、未受診者を抽出して、未受診者に対し、事業主健診等他の健診を

受診していないかどうかを確認し、同健診を受診している場合は、データ保有者に対

し、健診データを提供してもらうよう努めます。 

 

（２）実施に関する毎年度の年間スケジュール等 

・広報等による特定健康診査に係る周知 

・被保険者のうち対象者への案内及び受診券の送付（40 歳～75 歳未満） 

・特定健康診査の申し込み・受付 

・受診日・会場等の通知 

・受診 

・診査 

・健診結果の通知 

・受診結果に基づく保健指導レベルの階層化（対象者の抽出） 

・健診結果説明会 

・保健指導レベル毎の特定保健指導 

・事業の評価 

※ 特定健診の未受診者に対しては、封書や電話等により受診の勧奨をします。 
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第４章 個人情報の保護 

 

特定健康診査等で得られる健康情報等の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律

を踏まえた対応を行うとともに、小清水町個人情報保護条例を遵守して、適正かつ厳重な管

理を行います。 

また、特定健康診査等を受託した事業者についても同様の取扱いとするとともに、業務に

よって知り得た情報については、守秘義務を徹底し、業務終了後も同様といたします。 

 

第５章 実施計画の公表・周知 

 

本計画の周知は、高齢者の医療の確保に関する法律第１９条第３項に基づき、ホームペー

ジに掲載し公表するものとします。 

また、特定健康診査等の受診率等の向上を図るため、ホームページ及び町広報誌に掲載し

啓発するほか、新聞折り込みや自治会回覧等を通じて周知を図ります。 

 

第６章 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

 

この計画によって実施された特定健康診査等については、受診率の増加並びにメタボリッ

クシンドローム該当者及び予備群の減少を目標に掲げ、計画的に推進していくこととしてい

ます。毎年度法定報告に基づき、事業目標に係る達成状況の確認を行うとともに、実施体制・

周知方法・委託事業者の選定方法・保健指導方法など細部にわたっての評価と検証を行いま

す。また、必要に応じて実施計画の内容を実態に即した効果的なもとなるよう見直します。 

 

第７章 その他 

 

特定健康診査の実施にあたっては、各種がん検診等と同時に受診勧奨を行っていくことと

します。また、75歳以上の後期高齢者においては、医療保険者である北海道後期高齢者医療

広域連合からの委託により、小清水町国民健康保険が実施する特定健康診査等の体制を利用

して健康診査を実施するものとし、小清水町国民健康保険被保険者以外の方に対しては、今

後の各保険者の状況等を加味しつつ対応を図るものとします。 

  この健康診査において、生活習慣病の早期発見・早期治療を行い、健康の保持と医療費の

抑制を図ります。 

国においても、生活習慣病においては特に着目しており、その分析や保険者の取り組みが

要求されていますので、特定健康診査の受診について町民への周知及び啓発活動を重点的に

行っていきます。 



 

 

 

 

 

資   料 
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特定健康診査等実施予定者数 平成 30 年度

（国保加入者の伸び率からの推計）

1　年齢階級別国民健康保険加入被保険者数（実数：平成27年度～29年度）

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

 0- 9 87 88 90 82 1.035 0.932 84 77 0.933 0.939 98.4% 93.5%

10-19 86 82 83 81 0.965 0.988 76 69 0.916 0.852 94.0% 92.0%

20-29 92 64 79 61 0.859 0.953 68 55 0.861 0.902 86.0% 92.7%

30-39 114 95 109 91 0.956 0.958 93 80 0.853 0.879 90.5% 91.9%

40-49 111 115 121 107 1.090 0.930 112 99 0.926 0.925 100.8% 92.8%

50-59 170 171 158 167 0.929 0.977 145 144 0.918 0.862 92.4% 91.9%

60-64 133 131 130 128 0.977 0.977 113 119 0.869 0.930 92.3% 95.3%

65-69 153 169 152 176 0.994 1.041 161 179 1.059 1.017 102.6% 102.9%

70-74 125 154 125 149 1.000 0.968 121 158 0.968 1.060 98.4% 101.4%
合計(0-74) 1,071 1,069 1,047 1,042 0.978 0.975 973 980 0.929 0.941 95.3% 95.8%

75-  381 604 387 608 1.016 1.007 394 615 1.018 1.012 101.7% 100.9%

 ※ 各年度の被保険者数は、９月末日現在（総合行政システム国保被保険者年齢別人口統計表及び後期高齢者ＨＰより）の数値。

2　特定健診・特定保健指導実施年度の該当被保険者数（推計：平成30年度～平成35年度）

男性 女性 計 男性 女性 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計

321 281 602 92.2% 92.5% 296 260 556 273 240 513 252 222 474 232 206 438 214 190 404 197 176 373

370 362 732 95.2% 93.4% 352 338 690 335 316 651 319 295 614 304 275 579 289 257 547 275 240 516

282 337 619 100.5% 102.2% 283 344 628 285 352 637 286 360 646 288 368 655 289 376 665 291 384 675

394 615 1,009 101.7% 100.9% 401 621 1,021 408 626 1,034 414 632 1,046 421 637 1,059 429 643 1,072 436 649 1,085

652 699 1,351 97.3% 96.9% 636 683 1,318 620 668 1,288 605 655 1,260 592 643 1,235 578 633 1,211 566 624 1,190

1,367 1,595 2,962 95.7% 95.5% 1,332 1,563 2,895 1,301 1,534 2,835 1,272 1,509 2,780 1,245 1,486 2,731 1,221 1,467 2,687 1,199 1,449 2,648

３　特定健診・特定保健指導実施に関する目標値

４　特定保健指導階層化後の人数

注１）　40～64歳：動機付け支援 男性 6.0% 女性 3.5%

男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 　　　　　　　　　積極的支援 男性 16.8% 女性 2.1%

30年度 8 5 13 24 3 27 30年度 14 5 19 　　　　65～74歳：動機付け支援 男性 12.4% 女性 3.9%

31年度 9 5 14 25 3 28 31年度 16 6 22

32年度 10 5 15 27 3 30 32年度 18 7 25 （H28法定報告実績実施結果より）

33年度 10 5 15 28 3 31 33年度 20 8 28

34年度 10 5 16 29 3 32 34年度 22 9 30

35年度 10 5 15 28 3 31 34年度 22 9 31

60%

参考：実施者数（人）

40% 580 50%

参考：受診者数(人）

527

参考：受診者数(人）

630

参考：受診者数(人）

679

平成33年度 平成34年度

参考：実施者数（人）実施率（％）実施率（％）

727

参考：受診者数(人） 参考：受診者数(人）受診率（％）受診率（％） 受診率（％）

被保険者数(人）

平成31年度

55% 4129 50% 35

平成34年度

被保険者数(人）被保険者数(人） 被保険者数(人）

平均伸び率

平成33年度

前年対伸び率前年対伸び率

年　　齢

被保険者数(人） 被保険者数(人）

平成30年度

被保険者数(人）

平成31年度 平成32年度

受診率（％）

被保険者数(人）

年代別
平均伸び率

平成30年度

0-39

40-64

平成32年度

年齢

平成28年度

被保険者数（人）再掲

平成29年度

45%

平成29年度

参考：実施者数(人）

55%

平成27年度

40%

65-74

45%

合計

75-  

実施率（％）

受診率（％）

40-74計

動機付け支援（人）
年度

参考：実施者数（人）

目標項目

特定健診受診率

年度
積極的支援（人） 動機付け支援(人）

特定保健指導
実 　施　 率

実施率（％） 参考：実施者数(人） 実施率（％）

○40-64歳 ○65-74歳

24

平成35年度

被保険者数(人）

平成35年度

受診率（％） 参考：受診者数(人）

60% 714

実施率（％） 参考：実施者数（人）

60% 46

特定保健指導対象者の出現率

4760%
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